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高齢者自動消火器のご案内 
１ 対象者 
   65 歳以上の方で、一人暮らしの方、高齢者のみの世帯の方または日中独居とな

る方。または上記の方と身障手帳１・２級あるいは愛の手帳１・２度の方のみで

構成される世帯。 

 
２ 設置機器及び内容 
  ガスレンジ付近に取り付け、火災の際には消火器から伸びたノズルが熱により溶

け、自動で薬剤を噴射して消火を行います。 

 
３ 利用者負担 
  負担はありません。ただし、機器撤去後の原状回復等に伴う費用は利用者の負担

となります。 

 
４ 機器の保守点検 
 年 1 回保守点検を行います。 

 
 
 
 

問い合わせ先 
江東区役所介護保険課在宅支援係  電話 ０３（３６４７）４３１９ 


